
食品関連事業者の再生利用等実施率が、毎年度、食品関連事業者ごとに設定された
当年度の基準実施率を上回ること。

当年度基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年度基準実施率に応じた増加率（Ａ）

増加率（Ａ）＝ ※平成19年度の基準実施率は、平成19年度再生利用等
実施率とする。

※平成19年度再生利用等実施率が20％未満の場合は、
20％として基準実施率を計算する。

前年度の再生利用等実施率区分 増加率

20％以上 40％未満 4%
40％以上 60％未満 3%
60％以上 80％未満 2%
80％以上 1%

基本方針に定められた目標値を達成するため、食品関連事業者は以下の措置を講じる。

判 断基準省令に規定 食品関連事業者が達成すべき目標値

①食品関連事業者ごとの発生抑制目標

発生原単位が、主務大臣が定める期間ごとに、主務大臣が定める業種・業態ごとの基準発生原単位を下回ること。

発生原単位＝
売上高・製造数量等

発生量

※分母は、食品廃棄物等発生量と密接な関係を有する数値を想定。

②食品関連事業者ごとの再生利用等実施率目標

食品関連事業者の再生利用等実施率が、毎年度、食品関連事業者ごとに設定された
当年度の基準実施率を上回ること。

基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年度基準実施率に応じた増加ポイント（Ａ）
（但し、平成19年度の基準実施率は、平成19年度再生利用等実施率（実績）とする。）

増加ポイント（Ａ）＝

※平成19年度再生利用等実施率が20％
未満の場合は、20％として基準実施率
を計算する。

平成２４年度までに、業種別に下記実施率目標を達成することを目標とする。

○食品製造業 ８５% (８１%) ○食品小売業 ４５% (３１%）
○食品卸売業 ７０% (６１%) ○外食産業 ４０% (２１%) ※（ ）内はＨ１７年度統計実績。

基 本 方 針 に 規 定 業種別の全体の目標値

業種別再生利用等実施率目標（重量ベース）

目標値は、個々の事業者の取組が計画どおり進んだ場合に、達成される水準として設定。

再生利用等実施率
当年度における発生抑制の実施量＋発生量

当年度における発生抑制の実施量＋再生利用の実施量＋熱回収の実施量×0.95(※)＋減量実施量

※熱回収の実施量については、熱回収省令に定める『熱回収の基準』を満たす場合のみ算入可能。

また、食品廃棄物の残さ（灰分に相当）率が５％程度であり、この部分は利用できないことを考慮し、0.95を乗じる。

＝

前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20％以上50％未満 2%
50％以上80％未満 1%
80％以上 維持向上

新たな食品循環資源の再生利用等実施率の目標について



当該年度（発生量＋発生抑制量）

当該年度（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×0.95 (※) ＋減量量）当該年度食品循環資源の
再生利用等実施率

＝

STEP ３ 各食品関連事業者は、毎年度、基準実施率の達成状況を下記計算式により

確認します。

平成１９年度発生量

平成１９年度食品循環資源の
再生利用等実施率 ＝

※平成１９年度再生利用等実施率が２０％未満の場合は、これを２０％とします。

STEP 1 平成１９年度の食品循環資源の再生利用等実施率を下記計算により算出します。

基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年度基準実施率に応じた増加ポイント（Ａ）
（但し、平成19年度の基準実施率は、平成19年度再生利用等実施率（実績）とする。）

増加ポイント（Ａ）＝

・平成２０年度 ４５％＋２％＝４７％
・平成２１年度 ４７％＋２％＝４９％
・平成２２年度 ４９％＋２％＝５１％
・平成２３年度 ５１％＋１％＝５２％
・平成２４年度 ５２％＋１％＝５３％

◎この基準実施率が、Ａ事業者の目標とな
ります。
◎Ａ事業者は、毎年度、当該年度の基準
実施率を上回る取組を行う必要があり
ます。

STEP ２ 平成１９年度の食品循環資源の再生利用等実施率（実績）を用いて、各食品

関連事業者の目標となる基準実施率を算出します。

（例）Ａ事業者
STEP１で算出した平成１９年度再生利用等実施率（実績）が４５％の場合、

１ 食品循環資源の再生利用等実施率算定手順

平成１９年度（再生利用量＋熱回収量×0.95 (※) ＋減量量）

基
準
実
施
率

前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20％以上50％未満 2%
50％以上80％未満 1%
80％以上 維持向上

参 考

※熱回収量については、熱回収省令に定める『熱回収の基準』を満たす場合のみ算入可能。

また、食品廃棄物の残さ（灰分に相当）率が５％程度であり、この部分は利用できないことを考慮し、0.95を乗じる。

※熱回収量については、熱回収省令に定める『熱回収の基準』を満たす場合のみ算入可能。

また、食品廃棄物の残さ（灰分に相当）率が５％程度であり、この部分は利用できないことを考慮し、0.95を乗じる。



２ 食品循環資源の再生利用等実施率目標運用イメージ

○増加ポイント　　＝ 基準実施率区分

20％以上50％未満

50％以上80％未満

80％以上

基準年度 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
増加率

(24年度－19年度）

実施率目標 45 47 49 51 52 53 8
Ａ事業者 45 55 55 60 60 62 17
Ｂ事業者 45 50 40 40 55 57 12

1%

維持向上
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

% 実施率目標 Ａ事業者 Ｂ事業者

指導監督等対象判断の基準となるべき事項
を勘案して、指導等を実施



３ 再生利用等の実施率算定における用語解説

用 語 解 説

①発 生 量 ： 当該年度中に発生した食品廃棄物等の量（③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）

②発生抑制量 ： 平成１９年度発生原単位から当該年度発生原単位を減じた値に、
当該年度の発生量と密接に関係を有する数値で乗じた量

③再生利用量 ： 当該年度中に再生利用過程に投入された食品循環資源の量

④熱 回 収 ： 当該年度中に熱回収に投入された食品循環資源の量

⑤減 量 量 ： 当該年度中に減量の効果として減少した食品廃棄物等の量

⑥再生利用等 ： 当該年度中に再生利用等以外の過程に投入された食品循環資源の量
以外の量

⑦処 分 量 ： 当該年度中に廃棄物として処分された食品廃棄物等の量

発生原単位＝

【補足】②発生抑制量 ： 発生抑制量の算出は以下のとおり。

―

・Ａ＝発生量
・Ｂ＝発生量と密接な関係を有する数値（売上高、製造数量等）

平成１９年度
発生原単位

× 当該年度Ｂ

Ａ
Ｂ

当該年度
発生原単位

算出した発生抑制量が「マイナス」の場合は、発生抑制量は「ゼロ」となります。

発生抑制量 ＝

発生抑制量の算出については、
① 新たな再生利用等実施率目標において、法の施行年度である平成１９年度を基準として毎年度取り
組むべき目標を算出していくこと

② 各食品関連事業者がそれぞれの方法で行っていた算出方法を今後統一していく必要があること
③ 新たな政省令及び基本方針への施行が平成１９年１２月であることから、新制度に対応する適正
なデータがとれる最も早い年度を考慮する必要があること

から、平成１９年度を比較年度とする。

※

※


